
① 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に 

 不安がある者 

② 現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者 

③ 障害、疾病等の家族と同居しており（障害者同士で結婚している場合を含む）、家族による支援が見込めないため、実質的 

 に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者 

自立生活援助（平成３０年４月～）の概要 

 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安
がある者に対して、一定の期間（原則１年間）にわたり、自立生活援助事業所の従業者が定期的な居宅訪問や随時の通報を受
けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等より、当該利用者の日常生活における課題を把握し、必要な情報の提供及び助
言、関係機関との連絡調整等を行う。 
  

  ※市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合は更新可能 
  

サービス内容 

対 象 者 

※自立生活援助による支援が必要な者（例） 

 ○地域移行支援の対象要件に該当する施設に入所していた者や精神科病院に入院していた者等であり、理解力や生活力を補う観点 
  から支援が必要と認められる場合 
 ○人間関係や環境の変化等によって、１人暮らしや地域生活を継続することが困難と認められる場合 （家族の死亡、入退院の繰り返し 等） 
 ○その他、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合 

※家族による支援が見込めないと判断する場合（例） 
 ○同居している家族が、障害のため介護や移動支援が必要である等、障害福祉サービスを利用して生活を営んでいる場合 
 ○同居している家族が、疾病のため入院を繰り返したり、自宅での療養が必要な場合 
 ○同居している家族が、高齢のため寝たきりの状態である等、介護サービスを利用して生活を営んでいる場合 
 ○その他、同居している家族の状況等を踏まえ、利用者への支援を行うことが困難であると認められる場合 
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施設､病院 

 

 

 

 

 

 

 

計画相談支援 

  事業所 
 

ｻｰﾋﾞｽ等利用計画の作成 

一人暮らしの障害者 1人暮らしを支える 
関係機関 

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所 
（日中活動、居宅ｻｰﾋﾞｽ）、 
相談支援事業所、医療機関、 
行政機関、民生委員 等 

連絡調整 
（ｻｰﾋﾞｽ調整） 

1人暮らし 
の継続 

一人暮らしが継続できる支援体制・環境・ｲﾝﾌｫｰﾏﾙな支え合いを整備！ 

 連絡調整 
（情報共有、情報提供） 

支援のイメージ ① 

 

一人暮らし 

への移行 

定期的な 
居宅訪問 

随時対応 
（訪問、電話、 

ﾒｰﾙ等） 

相談 

地域住民 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、自治会、 

ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰ、家族、大家、 
ｱﾊﾟｰﾄの管理会社 等 

 関係構築 

 同行支援 

支援のイメージ ② 

日頃利用している障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所、 
民生委員、地域住民              等 

一人暮らしの障害者 

障害、疾病等の家族と 

同居している障害者 

障害者世帯の障害者 

人間関係、 

生活環境の 

変化 等 

支援の
必要性 

相談 

連絡 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

地域移行支援の活用 

ｲﾝﾌｫｰﾏﾙな支え合い・ 
地域定着支援の活用 

円滑な引継 

円滑な引継 

 支援開始 

自治体（障害福祉担当） 

相談支援事業所 

本人、家族との面談 

関係機関や地域住民からの聞き取り 

 ↓ 

人間関係の再構築 

生活環境の改善に関する助言 

障害福祉サービスの調整 

 ↓ 

定期的な巡回訪問 

随時対応 

関係機関との連絡調整 

1人暮らし 
の継続 

自立生活援助事業所 

相談 連絡 

課題把握 

自立生活援助事業所 

常時の連絡体制を確保 

助言 
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○ 地域生活支援拠点等は、障害者の重度化・高齢化や「親
亡き後」を見据え、障害者の生活を地域全体で支えるた
め、居住支援のためのサービス提供体制を、地域の実情に
応じて整備するもの。 

 

○ 第５期障害福祉計画（平成30年度～32年度）では、平成
32年度末までに「各市町村又は各障害保健福祉圏域に少な
くとも１カ所の整備」を基本。 

 
 ※参考：平成29年9月時点における整備状況  42市町村、11圏域

平成29年度末までに整備予定     117市町村、43圏域 
（全国：1,718市町村、352 圏域） 

【相談機能の強化】 
 ○ 特定相談支援事業所等にコーディネーターの役割を担う相談支援専門員を配置し、連携

する短期入所への緊急時の受入れの対応を評価。 
  ・ 地域生活支援拠点等相談強化加算   700単位／回（月４回を限度）等 

地域生活支援拠点等の機能強化 
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【緊急時の受入れ・対応の機能の強化】 
 ○ 緊急の受入れ・対応を重点的に評価するために、緊急短期入所受入加算の算定要件を見直し。 
  ・ 緊急短期入所受入加算（Ⅰ） 120単位／日 → 180単位／日（利用開始日から7日間を限度）等 

【体験の機会・場の機能の強化】 
 ○ 日中活動系サービスの体験利用支援加算を引上げ。 
  ・ 体験利用支援加算 300単位／日 → 500単位／日（初日から５日目まで） 
                      ＋50単位／日  ※ 地域生活支援拠点等の場合  等 

【専門的人材の確保・養成の機能の強化】 
 ○ 生活介護に重度障害者支援加算を創設。 
  ・ 重度障害者支援加算 強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者の配置   7単位／日（体制加算） 等 

【地域の体制づくりの機能の強化】 
 ○ 支援困難事例等の課題検討を通じ、地域課題の明確化と情報共有等を行い、共同で対応していることを評価。 
  ・ 地域体制強化共同支援加算  2,000単位／月（月１回限度） 

地域生活支援拠点等 

【相談】 

【緊急時受入れ】 

【地域の体制づくり】 

【体験の機会】 

【専門性】 
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障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、緊急時の受け
入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を、地域の実情

に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。 

地域生活支援拠点等の整備について 

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。 

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。 

体験の機会・場 

多機能拠点整備型 面的整備型 

体験の機会・場 

緊急時の受け入れ 

相談 

グループホーム 
障害者支援施設 

基幹相談支援センター  
等 

専門性 地域の体制づくり 

障害福祉サービス・在宅医療等 

必要に応じて連携 

相談 

緊急時の受け入れ 

グループホーム 
障害者支援施設 

基幹相談支援センター  短期入所  

相談支援事業所  

日中活動サービス 
事業所  

地域の体制づくり 

専門性 

コーディネーター  

市町村（圏域） 

① 支援者の協力体制の確保・連携 ② 拠点等における課題等の把握・活用 ③ 必要な機能の実施状況の把握 

都道府県 

バックアップ  ・ 整備、運営に関する研修会等の開催 

 ・ 管内市町村の好事例（優良事例）の紹介 

 ・ 現状や課題等を把握、共有 30 



地域生活支援拠点等の整備促進について（通知）【骨子】 

平成２９年７月７日 

○ 地域生活支援拠点等の整備促進を図るため、目的、必要な機能等、市町村・都道府県の責務と役割を 
 周知・徹底する。 

趣旨 

 
○ 障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、 
 重度障害にも対応できる専門性を有し、障害者等やその家族 
 の緊急事態に対応を図る。 

整備の目的 

 
○ ５つの機能を集約して、「多機能拠点整備型」、「面的整備 
 型」等、地域の実情に応じた整備を行う。 
  ① 相談 ② 緊急時の受け入れ・対応 
  ③ 体験の機会・場 ④ 専門的人材の確保・養成 
  ⑤ 地域の体制づくり 
※ 地域の実情を踏まえ、必要な機能やその機能の内容の充足 
 の程度については、市町村が判断する。 
※ 緊急時の対応等について、医療機関との連携も含め、各機 
 能を有機的に組み合わせる。 
※ 地域の実情に応じた機能の付加も可能。 

必要な機能等 

 
○ 個別事例を積み重ね、地域の共通課題を捉え、地域づくりの 
 ために活用することが重要である。  
○ 必要な機能が適切に実施されているかどうか、定期的に又 
 は必要な時に、運営に必要な機能の実施状況を把握しなけれ 
 ばならない。 

運営上の留意点 

 
【整備に向けた取組】 
○ 地域におけるニーズの把握や課題の整理を早期 
 に行い、積極的な整備を進める必要がある。 
 
○ 拠点等の整備については、必要な機能等の実効 
 性の担保等により市町村が総合的に判断する。 
 （拠点等の整備時期を明確にしておくことが必要） 
 
【必要な機能の充実・強化】 
○ 地域の課題や目標を共有しながら、相互に連携す 
 る効果的な取組を推進していくこと。 
 
○ 効果的な運営の継続 
 ・ 市町村の定期的な評価 
 ・ 拠点等の取組情報の公表（普及・啓発） 
  
【都道府県の役割】 
○ 都道府県は、拠点等の整備、運営に関する研修会 
 等を開催し、管内市町村における好事例（優良事例） 
 の紹介、また、現状や課題等を把握し、共有するなど 
 後方的かつ継続的な支援を図る。 

市町村・都道府県の責務と役割 
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